
◆全国加重平均66円上げ過去最大
中央最低賃金審議会で賃金引き上げ額が全国加重平均

は24年度実績から66円引き上げ時給1,121円で決まり
ました。現在の1,055円から上昇率6.2％と金額、率と
も過去最大規模のアップです。引き上げは23年連続で、
目安以上の引き上げがされて全ての都道府県で1,000円
を超えています。
発効日は2025年10月ですが、今年は半分以上の府県

は11月以降になります。

◆中小企業の経営には生産性の底上げが急務
中小企業者に対し日本商工会議所が2025年1月～2月

に行った調査では、最賃上げ対策としては「設備投資等
人件費以外のコスト削減」（39.6％）「残業時間・シ
フトの削減」（31.3％）となっていました。引き上げ
に見合う経営体力が伴わなければ、高い賃金を提示され
ても重荷となり人材採用、雇用維持ができず地域経済が
しぼむリスクもあります。
労働政策研究・研修機構が実施した調査では最も低い

パート賃金が「最低賃金の10％以上上回る」と答えた
企業は26.7％しかありません。社会保険料がかかり始
める「106万円の壁」に達する人も増えていくでしょう。

最低賃金の近くで働くパートやアルバイトは多く、基
準となる金額の引き上げで社会保険料がかかり始める人
が増えてきます。社会保険料の支払いを回避して働き控
えをする人も一定数います。最低賃金の引き上げが人手
不足に拍車をかけることにもなりかねません。

◆準備期間は限られている
例えば、最低賃金で1日8時間、21日働くパートの場

合、1,055円×8Ｈ×21日＝177,240円だった月給が
1,121円×8Ｈ×21日=188,328円となり、差額は月
11,088円、年間で約13万円超の増加です。
ある飲食店の対応策例では、

・ピーク時間のみ勤務の「短時間勤務に」切り替え
・夕方以降の清掃を外注に切り替え
・接客業務のセルフ化、タブレットの活用
・売上げが少ないメニューの廃止 等
時給制社員の最賃改定後の賃金シミュレーション、人

件費総額の影響試算、不採算業務の作業の洗い出しなど
で作業の見直し等をしてみましょう。
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いつもお世話になっております。

秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



2025年11月の税務
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月17日
●所得税の予定納税額の減額申請

12月1日
●所得税の予定納税額の納付（第2期分）
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご
との期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申

告＜消費税・地方消費税＞
●3月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算
法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人
を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（7月決
算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞

○個人事業税の納付（第2期分）（11月中において都道
府県の条例で定める日）

中小企業白書を読み解く 廃業の波と承継の鍵

◆倒産の背景に潜む人手と物価の二重苦
2024年の企業倒産件数は10,006件と、前年に比べ増加傾向にあります。2009年以降は減少傾向にありましたが、

2021年を底に再び上昇へと転じました。特に従業員4人以下の小規模事業者が大多数を占めており、人手不足や物価
高が主な原因とされています。求人難、人件費の上昇、そして原材料費の高騰により価格転嫁できずに経営が行き詰
まるケースが急増しています。加えて、ゼロゼロ融資の返済が本格化する中で、資金繰りへの不安も顕在化しつつあ
ります。

◆「黒字廃業」にも表れる構造的課題
休廃業・解散件数は一時的に減少していたものの、2024年には再び約7万件へと増加しました。その半数以上が

「黒字廃業」という事実も見逃せません。経営自体は成り立っているにもかかわらず、後継者不在や経営者の高齢化、
将来不安から事業継続を断念する例が増加しています。特段の法的整理を経ない廃業は、外部から見えにくいながら
も深刻な経営リスクを示唆しています。この状況は地域経済における「雇用の受け皿」の喪失にもつながっており、
社会的損失も大きいものです。

◆後継者不在の解消とその陰に潜む焦燥感
帝国データバンクの調査によると、中小企業全体における後継者不在率は減少傾向にあります。しかしその一方で、

「70代以上」の経営者による休廃業が顕著に増えており、平均年齢・ピーク年齢ともに上昇中です。これは、事業承
継が間に合わず高齢を理由に廃業を選ぶケースが増えていることを意味します。早期の承継準備が喫緊の課題である
ことは間違いありません。特に承継意向が曖昧なまま時間だけが経過するケースは、外部からの支援がなければ打開
が難しくなります。

◆「見える化」と「他人資本」の活用が鍵
これらの動向を踏まえると、今後の中小企業には、廃業リスクを回避するための「事業承継計画の可視化」と「第

三者承継を含めた柔軟な発想」が求められます。親族内承継が困難な場合は、M＆Aや外部役員登用を視野に入れる
べきです。また、専門家と連携し「経営者保証ガイドライン」や補助金制度の活用を進め、事業の持続性と地域経済
への貢献を両立する道が開けます。



インボイス制度に関するQ&A

◆「インボイス制度に関するＱ＆Ａ」
インボイス制度開始に際し、「インボイス制度に関するＱ＆Ａ」が公表され、例えば、適格請求書に記載する名称

については、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した
名称などの記載でも差し支えありません、などと解説されていました。その後、何度もの追加や改訂がなされていま
すが、改めて確認しておいたらよさそうなものを幾つか拾ってみました。

◆領収書にＵＲＬを表示
適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、電磁的記録を含む書類全体で、適格請求書の

記載事項を満たせばよいことになります。領収書等にインターネット上のＵＲＬを表示しておき、そこにアクセスす
ることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、適格請求書の記載事項を満たすことと
して差支えありません。

◆消費者にインボイス交付義務はないが
適格請求書発行事業者であっても、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じません。しかし、消費者限

定の事業であっても、その中にたまたま課税事業者がおり、その者から適格請求書の交付を求められた場合には、消
費税法上、その交付義務は生じます。

◆インボイス交付手数料請求可も
適格請求書の交付に当たっては、電磁的記録を提供する方法により行うことも可能です。その方法に拠っているに

も拘わらず、書面による交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求
めることとしても、当該手数料等が社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではな
いと考えられます。

◆インボイス交付義務は一度限り
後日、レシート亡失の顧客から再交付を求められる場合、商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれ

ば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになるので、後日の交付請求で再度交付義務が生じることは
ありません。

◆口座振替事務所家賃のインボイス
事務所を賃借し、口座振替により家賃を支払っているような場合、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一

部が記載されていて、口座引落し通帳を併せて保存していれば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。


